
 
 

平成２３年３月３１日

自 動 車 交 通 局

 

安全性優良事業所（G マーク認定事業所）に対するインセンティブの拡大について 

 

国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るために、事業用自動車に係る総合的安全対策

委員会において取りまとめられた『事業用自動車総合安全プラン２００９』（平成２１年３月）におい

て、「ＩＴ点呼実施に係る要件拡大を検討する」旨の方向性が示されたことから、運送事業者に対して

実施した現地調査及びヒヤリング調査の結果等を踏まえ、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及

び運用について」（平成１５年３月１０日付国自総第５１０号、国自貨第１１８号、国自整第２１１号）

の一部を改正し、Ｇマーク認定事業所に対するインセンティブとしてのＩＴ点呼の実施に係る要件を拡

大することとしましたので、お知らせします。 

 

１．趣旨 

   「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、輸送の安全を確保した上で、運行管理の効率化を図る

ため、ＩＴ点呼に係る要件に関し以下の内容等について改正を行います。 

 

２．主な改正概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．施行日 

  平成２３年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省自動車交通局 

安全政策課 野沢（内線４１６２４） 

貨物課    遠藤（内線４１３５３） 

電話：０３－５２５３－８１１１（代表） 

電話：０３－５２５３－８５６６（安全政策課） 

電話：０３－５２５３－８５７６（貨物課） 

 

改正前 改正後

点呼場所 「営業所」においてのみ実施可能。 「営業所」に加え、「車庫」においても実施可能となります。

点呼機器 「設置型端末」のみ使用可能。
「設置型端末」に加え、「携帯型端末」についても使用可能と
なります。
※営業所には設置型端末の設置が必要になります。

点呼時間
「閑散時間帯（連続する８時間
以内であって、原則、深夜、早朝）」
に限定。

「連続する１６時間以内」まで実施可能となります。
※営業所と当該営業所の車庫との間でIT点呼を行う場合には、

　　実施時間の制限は適用されません。


